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北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の新規制基準適合性審査の状況 

及び今後の対応 

－敷地内断層の活動性評価－ 
 

令和５年３月 15 日 

原 子 力 規 制 庁 
 

１．趣旨 

 本議題は、北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉（以下「志賀２号炉」と

いう。）における設置変更許可申請のうち、敷地内断層の活動性評価（敷地の地

質・地質構造）に係る新規制基準適合性審査（以下「適合性審査」という。）の

状況について報告するとともに、本件に係る「５．今後の対応（案）」の了承に

ついて諮るものである。 

 

２．経緯 

（１）有識者会合での評価 

志賀２号炉の敷地内断層（別紙１）のうち、S-1 及び S-2・S-6 の活動性につ

いては、平成 26 年３月以降、「志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する

有識者会合」（以下「有識者会合」という。）で議論され、平成 28 年４月 27 日の

原子力規制委員会において「北陸電力株式会社志賀原子力発電所の敷地内破砕

帯の評価について」（以下「有識者会合評価書」という。）を受け取った。 

有識者会合評価書の中で、S-1 の活動性については、「S-1 の北西部について

は、後期更新世以降に北東側隆起の逆断層活動により変位したと解釈するのが

合理的と判断する。」、また、S-2・S-6 の活動性については、「No.2 トレンチでは

S-2・S-6 に沿う明瞭な変位は認められないが、」としつつも、「S-2・S-6 は、後

期更新世以降に、左横ずれ成分を持つ西側隆起の逆断層として活動した可能性

がある。」（参考１及び参考３）と結論付けられた。「今回の評価は、限られたデ

ータに基づいて行われていること」等から、併せて「今後の課題」が示された。 

 

（２）適合性審査での事業者の説明 

その後、事業者は、適合性審査の中で、有識者会合評価書で指摘された「今後

の課題」を踏まえて大幅なデータ拡充を行い（参考２及び参考４）、S-1、S-2・

S-6 を含む 10 本の評価対象断層について、鉱物脈との接触関係に着目した手法

（以下「鉱物脈法」という。）又は上載地層の年代に着目した手法（以下「上載

地層法」という。）で活動性評価を行い、いずれの断層も明確な証拠により「後

期更新世以降の活動は認められない。」と評価し（参考５及び参考６）、敷地内断

層は、「将来活動する可能性のある断層等」ではなく、敷地には「震源として考

慮する活断層」はないとの評価を示した。 

資料１ 
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（３）適合性審査での審査チームの評価 

審査チームは、令和５年３月３日の審査会合において、敷地内断層に係る事業

者の活動性評価について、おおむね妥当な検討がなされているものと評価した。 

 

３．適合性審査の状況 

 審査チームは、敷地内断層に係る事業者の活動性評価、及び「敷地内破砕帯調

査に関する有識者会合の進捗状況について」（平成 26 年 12 月３日原子力規制委

員会了承）の中の「新基準適合性審査にあたっては、他のサイトと同様に、原子

力規制委員会が審査を行い、許認可の可否を決定する。この際、有識者会合によ

る評価を重要な知見の一つとして参考とする他、事業者から追加調査等による

新たな知見の提出があれば、これを含めて厳正に確認を行っていく。」を受け、

有識者会合評価書で指摘された「今後の課題」への事業者の対応（全６項目）に

ついて、審査会合において審議した。 

 

事業者は、敷地内断層の活動性評価を以下のとおりとしている。 

・敷地内には、陸域において 10 本、海岸部において 26 本、計 36 本の断層が

認められる。 

・敷地内に認められる 36 本の断層について、活動性の評価対象断層を選定す

るために、「走向」、「傾斜」などの４項目のデータに基づく系統区分、断層

の切り合い関係、系統区分と断層規模、重要施設との位置関係等による検討

の結果、敷地内断層のうち、S-1、S-2・S-6、S-4、S-5、S-7、S-8、K-2、K-

3、K-14 及び K-18 の計 10 本を評価対象断層として選定した。 

・これら全ての評価対象断層については、鉱物脈法に用いる変質鉱物が少なく

とも後期更新世以降に生成されたものではないことを確認した上で、鉱物脈

法で活動性評価を行い、最新面を横断する鉱物脈に変位・変形が認められな

いことから、後期更新世以降の活動は認められないと評価した。 

・S-1、S-2・S-6 及び S-4 の３断層については、鉱物脈法だけでなく、上載地

層法に用いる地層が約 12～13 万年前以前に堆積した地層であることを確認

した上で、上載地層法でも活動性評価を行い、断層の直上に分布する地層に

変位・変形は認められないことから、後期更新世以降の活動は認められない

と評価した。 

・上記のことから、敷地内断層については、「将来活動する可能性のある断層

等」ではなく、敷地には「震源として考慮する活断層はない」と評価した。 

 

審査チームは、敷地内断層に係る事業者の活動性評価について、審査会合にお

いて、上記の内容が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の
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基準に関する規則の解釈（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）別記１

及び敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）（以下「地質ガイド」という。）を踏まえた内容

であることが確認できたことから、おおむね妥当な検討がなされているものと

評価した。また、「今後の課題」への事業者の対応についても、別紙２のとおり

適正に実施されたことを確認した。 

 

４．適合性審査の状況を踏まえた有識者会合評価書への対応 

 有識者会合評価書において、S-1 及び S-2・S-6 の活動性については「後期更

新世以降に活動した可能性がある」等と評価されているが、適合性審査において、

審査チームは「後期更新世以降の活動は認められない」とした事業者の評価をお

おむね妥当な検討がなされているものと評価し、異なる結果となっている。 

 

審査チームは、有識者会合評価書で指摘された「今後の課題」への事業者の対

応（別紙２）については、以下のことから、おおむね妥当な検討がなされている

と評価した。 

・「今後の課題」の中で、「今回の評価は、限られた資料やデータに基づいて行

われている。」とされていること、また、「より正確・確実な評価にするため

には、以下に示すデータ等の拡充が必要と考える。」とされていることを受

け、事業者は、S-1 及び S-2・S-6 の活動性評価にあたって、大幅なデータ

拡充を行い、評価し直していること。 

・事業者が S-1 及び S-2・S-6 を含む 10 本の評価対象断層の活動性評価に用 

いた鉱物脈法は、地質ガイドに記述されており、かつ、これまでの適合性審

査で用いられ、既許可の原子力発電所等でも適用実績のある手法※であるこ

と。 

・S-1 及び S-2・S-6 の活動性について、事業者は、鉱物脈法だけでなく、上

載地層法でも活動性評価を行い、明確な証拠により「後期更新世以降の活動

は認められない」と評価していること。 
 
  ※既許可の原子力発電所及び日本原燃再処理施設で適用された敷地内断層の活動性評

価手法は以下のとおり。 
＜主に鉱物脈法で評価した施設（計６施設）＞ 
・川内原子力発電所（１･２号炉）、伊方発電所（３号炉）、島根原子力発電所（２
号炉）、高浜発電所（３･４号炉、１･２号炉）*、美浜発電所（３号炉）、女川原子
力発電所（２号炉） 
*：岩脈との接触関係等 

＜主に上載地層法で評価した施設（計５施設）＞ 
・玄海原子力発電所（３･４号炉）**、大飯発電所（３･４号炉）、柏崎刈羽原子力発
電所（６･７号炉）、東海第二発電所、日本原燃再処理施設 
**：一部岩脈との接触関係 
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５．今後の対応（第○案で委員会了承）（案） 

審査チームは、有識者会合評価書で指摘された「今後の課題」への事業者の対

応について、おおむね妥当な検討がなされているものと評価し、S-1 及び S-2・

S-6 の「後期更新世以降の活動は認められない」との事業者の活動性評価をおお

むね妥当な検討がなされているものと評価した。 

審査チームの評価結果が、有識者会合評価書と異なることから、今後の対応と

して、改めて有識者の意見を聴く必要性について、以下の２案のうち、いずれに

するか了承いただきたい。 

（第１案）：S-1 及び S-2・S-6 の活動性評価について、改めて有識者の意見を

聴く必要がある。 

（第２案）：S-1 及び S-2・S-6 の活動性評価について、改めて有識者の意見を

聴く必要はない。 

 

 

 

 

＜別紙、参考＞ 

別紙１ 敷地内断層の分布状況 

別紙２ 有識者会合による「今後の課題」を踏まえたデータ拡充とその評価結果 

参考１ Ｓ－１の活動性評価（有識者会合時） 

参考２ Ｓ－１に関する有識者会合以降の追加検討結果 

参考３ Ｓ－２･Ｓ－６の活動性評価（有識者会合時） 

参考４ Ｓ－２･Ｓ－６に関する有識者会合以降の追加検討結果 

参考５ Ｓ－１の鉱物脈法による活動性評価（審査会合時） 

参考６ Ｓ－２･Ｓ－６の鉱物脈法による活動性評価（審査会合時） 

参考７ 「活断層等」の判断基準 
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敷地内断層の分布状況 

別紙１ 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 
資料１－１から抜粋) 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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有識者会合による「今後の課題」を踏まえたデータ拡充とその評価結果（1/2） 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 机上配付資料２から抜粋) 

別紙２ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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有識者会合による「今後の課題」を踏まえたデータ拡充とその評価結果（2/2） 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 机上配付資料２から抜粋) 
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Ｓ－１の活動性評価（有識者会合時） 

(出典：平成 28 年第６回原子力規制委員会（平成 28 年 4 月 27 日） 資料１－１から抜粋 ) 

参考１ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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Ｓ－１に関する有識者会合以降の追加検討結果 

参考２ 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 机上配付資料２から抜粋) 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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Ｓ－２･Ｓ－６の活動性評価（有識者会合時） 

(出典：平成 28 年第６回原子力規制委員会（平成 28 年 4 月 27 日） 資料１－１から抜粋) 

参考３ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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Ｓ－２･Ｓ－６に関する有識者会合以降の追加検討結果 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 机上配付資料２から抜粋) 

参考４ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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Ｓ－１の鉱物脈法による活動性評価（審査会合時） 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 資料１－１から抜粋) 

（参考５） 参考５ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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Ｓ－２･Ｓ－６の鉱物脈法による活動性評価（審査会合時） 

(出典：第 1121 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 5 年 3 月 3 日） 資料１－１から抜粋) 

参考６ 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 
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参考７ 

（出典：石渡(2016)（日本地質学会東京大会（平成 28 年 09 月 12 日）石渡委員講演資料（原子力規制委員会 HP 掲載資料））から抜粋（石渡(2015)（日本地 
質学会長野大会（平成 27 年 9 月 13 日）石渡委員講演資料（原子力規制委員会 HP 掲載資料））） 

令和５年３月 15 日第 82 回原子力規制委員会資料１ 


